
 

玉川村「認知度向上プロモーション動画制作事業」業務委託プロポーザル実施要項 

 

１.事業目的 

本事業は、玉川村への関心が希薄な「潜在層（プレ・ファン層）」を戦略的ターゲットに据え、観光振

興と移住促進の相乗効果による地域経済の活性化とブランド価値の構築を目指すものである。 

著名人の発信力を活用したインパクトのある映像プロモーションを展開し、潜在層の関心を瞬時に喚

起するとともに、ロケを通じた地域住民との交流を描くことで、玉川村が持つ安全・安心かつ魅力的な情

緒的価値を可視化する。 

単なる観光情報の提供に留まらず、体験メニューの深掘りを通じて「非日常（観光）」から「日常（暮

らし）」への接続を試み、ターゲットの意識を一過性の消費から継続的な関与へと引き上げることで、競

合他市に埋没しない「選ばれる自治体」としての地位を確立する。 

 

２．委託内容 

（１） ①委 託 名  玉川村「認知度向上プロモーション動画制作事業」 

 ②委託内容  別添 玉川村「認知度向上プロモーション動画制作事業」 

委託業務仕様書のとおり 

③委託期間  契約締結の日から 2027 年 2 月 28 日まで 

④委 託 額  4,500 千円以内（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

３．参加資格 

このプロポーザルに参加が可能な事業者は、次の条件を全て満たしているものとする。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当する者でないこと。 

（２）本提示の日から選考までの間に、当村から玉川村指名停止等措置要領に基づく指名停止の処置を

受けている期間がないこと。 

（３）会社更生法第 17 条に基づき更正手続開始の申し立てがなされている事業者または民事再生法第 21

条に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている事業者（開始の決定がされたものを除く）で

ないこと。 

（４）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第１項第２号の規定によるもの）、

または暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しないものが経営、運営に

関していないこと。 

（５）国税及び地方税を滞納している者でないこと 

（６）過去５年間の中で、地方自治体の発注する類似事業の業務を元請けで実施した実績を有すること。 

（７）民法及び会社法に基づく単独の法人であること。なお、コンソーシアムで参加する場合には、代表

者とされる者が契約手続きを行う窓口となること。 

 

４．参加申込書等の提出 

参加資格を満たし、本プロポーザルに参加する意思のある者は、次の必要書類を提出すること。 



なお、提出がない場合、本プロポーザルへの参加を認めない。 

（１）提出期限 

2026 年 6 月 19 日（金）17 時まで（郵送又は持参） 

※郵送による提出：封筒の表に玉川村「認知度向上プロモーション動画制作事業」業務委託プロポ

ーザル参加申込書在中と朱書きすること 。 

※持参による提出の受付時間は、月曜日から金曜日（祝除く）の 9 時～17 時。 

（２）提出物（各１部） 

・参加申込書（様式２） 

・会社の概要がわかる資料（パンフレット可）（任意様式） 

・実績調書（様式３） 

   ・地方自治体が発注した類似業務の実績・成果がわかる資料（任意様式） 

※過去５年程度の中で、地方創生関連の交付金を活用した事業や認知度向上プロモーション動

画制作に係る事業の実績など報告すべきと判断する内容 

 

５．質問等の受付 

本実施要項及び仕様書等の内容について不明な点が生じた場合は、下記へ質問すること。 

（１）受付期限 

2026 年 6 月 26 日（金）17 時まで 

（２）提出方法 

質問書（様式１）により、電子メールでのみ受け付ける。 

Ｅmail：sangyo @vill.tamakawa.fukushima.jp 

※件名に「認知度向上プロモーション動画制作事業」業務委託プロポーザルに関することと記載す

ること。 

（３）質問の回答方法 

個別回答。ただし、必要に応じてホームページ上で公開する。 

 

６．企画提案書等の提出 

参加申込書等提出後、企画提案書等を提出すること。 

（１）提出期限 

2026 年 7 月 3 日（金）17 時まで（郵送又は持参） 

※郵送による提出：封筒の表に玉川村「認知度向上プロモーション動画制作事業」業務委託プロポ

ーザル企画提案書在中と朱書きすること。 

※持参による提出の受付時間は、月曜日から金曜日（祝除く）の 9 時～17 時。 

（２）提出書類 

様式は任意とする。但し、日本工業規格Ａ４版又はＡ３版とする。 

① 企画提案書：原本 1 部、写し 6 部 

 次の事項についての提案を含めることとする。 

○業務の取り組み方針 



○業務の進め方 

○業務内容への提案 

○実施体制：管理担当者、主担当者を明記する 

○業務スケジュール 

②見積書（事業経費積算書含む）：原本 1 部、写し 6 部 

※企画提案書は、仕様書の委託業務内容を記載している各業務が、円滑かつ着実に遂行できる具

体的な内容で提案すること。 

 

７．提出先 

（１）提出方法 

   郵送（必着）または持参 

※郵送による提出：封筒の表に玉川村「認知度向上プロモーション動画制作事業」業務委託プロポ

ーザル企画提案書在中と朱書きすること。 

※持参による提出の受付時間は、月曜日から金曜日（祝除く）の９時～17時。 

（２）提出先 

〒963-6392 

福島県石川郡玉川村大字小高字中畷９ 玉川村役場産業振興課 宛 

※参加申込後に提案を辞退する場合は、辞退届（様式４）を提出すること。 

 

８．プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

企画提案書等提出後、参加者から企画提案に係るプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 

なお、参加しなかった場合は採点を行わない。 

（１）開催日 

2026 年 7 月 6 日（月）から 7 月 10 日（金）の間  

※詳細な日時については、別途参加者に通知する。 

（２）会場 

   玉川村役場  

※詳細な会場については、別途参加者に通知する。 

（３）時間構成 

プレゼンテーション 20分以内、質疑応答 10分程度、計 30分程度 

（４）その他 

   ・プレゼンテーションの際の追加資料の提出は認めない。 

   ・プレゼンテーション参加のために必要な費用は参加者の負担とする。 

・説明に機材が必要な場合は、参加者が準備すること。 

 

９．審査 

（１）審査方法 

提案された企画提案書等の内容を審査基準により審査し、提案及び質疑応答の内容を総合的に判



断し、契約候補者を選定する。 

（２）評価視点 

別紙の採点基準表を参照。 

（３）選考結果の通知・公表 

2026 年 7 月 13 日（月）以降 

審査の結果については、審査対象事業者すべてに文書にて通知する。なお、審査結果についての異

議申し立ては受け付けない。 

 

１０．契約締結 

（１）審査により決定した契約相手方候補と、詳細な業務の内容及び契約条件について、協議、合意した

のちに契約を締結する。 

（２）契約金額は協議結果に基づき仕様書の変更を検討し、これに基づき改めて見積書を徴収し決定す

る。なお、見積金額は上限金額を超えないものとする。 

 

１１．本事業の日程 

内  容 日  程 

募集開始 2026 年 6 月 3 日（水） 

参加申込書等の提出〆切 2026 年 6 月 19 日（金） 

質問の受付〆切 2026 年 6 月 26 日（金） 

企画提案書等の提出〆切 2026 年 7 月 3 日（金） 

審査（プレゼンテーション） 2026 年 7 月 6 日（月）～ 7 月 10 日（金） 

選考結果の通知・公表 2026 年 7 月 13 日（月）以降 

 

１２．担当部署 

本プロポーザルに関する質問、提出書類等の受付は下記とおりとする。 

 担 当：玉川村役場 産業振興課 

 所在地：〒963-6392 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷９番地 

 電 話：0247-57-4629（直通） 

 ＦＡＸ：0247-57-3952 

 Ｅ－Ｍａｉｌ：sangyo@vill.tamakawa.fukushima.jp 

 

  



（別表）審査基準及び配点 

（・各審査評価項目に対し、評価ごとの配点は「極めて良好５点、良好４点、普通３点、やや不十分１点、

不十分０点」とする。 

審査評価項目 配

点 

評価のポイント 

業務の理解度 事業の目的、主旨の理解度等 

10 全体の目的、主旨を理解した提案がされているか。 

本業務の目的を理解した上で、仕様書に記載する業務内容を網羅しているか。 

応募者の実施

体制 

過去に類似業務の実績、専門知

識・経験 

10 
過去５年程度の中で、地方創生関連の交付金を活用した事業や認知度向上プロモ

ーション動画制作に係る事業の遂行実績があるか。 

業務実施体制 

10 
業務を適切かつ確実に執行できる能力（体制、経営基盤、人材等）、必要となる専

門家等のネットワークが示された体制を提案しているか。 

企画提案書の内

容 

動画制作の企画・構成 

20 ターゲット層に響く知名度と村の空気感に馴染む親和性を兼ね備えた著名人を起

用し、「憧れ」と「親近感」を両立する演出や住民との深い対話を通じて、村の「人」

と「場所」の魅力を最大限に際立たせているか。 

著名人の発信力をフックに潜在層を惹きつけ、一過性の視聴に終わらせず「実来

訪」へと導く動線設計と、村の資産として長く愛されリピーターを生む持続的な

戦略性があるか。 

動画制作（２種） 

20 リアルな感情の変化や村固有の自然・文化・食を美しい映像で捉える没入感に加

え、丁寧な指導や安全対策の描写によって観光地としての信頼性も両立させた、

情緒的かつ説得力のあるストーリー構成となっているか。 

SNSの特性に合わせた画角・テンポ・視認性の高いデザインを追求し、著名人やキ

ラーカットを活かした強力なインパクトで関心を惹きつけながら、具体的なアク

ションへと繋げるクリエイティブな誘導設計がなされているか。 

効果測定 10 各業務について、定量的に効果を測定できる提案がなされているか。 

スケジュール 業務計画の的確性 10 具体的で適切なスケジュールが示されているか。 

見積価格 見積額の妥当性 10 提案内容に沿った適切な見積額となっているか。 

 


